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　国民年金は、老後の備えとしてだけでなく、障害や死亡といった万
が一のための備えにもなりますが、保険料を未納のまま放っておくと、
もらえるはずの年金がもらえない、と言った事態になりかねません。
　そこで、次のとおり保険料納付相談所を開設しますので、「納付方
法」、「免除の申請について」など様々なご相談に応じますので、お気
軽にお立ち寄りください。

�日時／10月14日�　午前10時30分～午後５時
　　　　10月15日�　午前10時00分～午後４時
�場所／中央公民館（第２研修室）

�主催／北海道社会保険事務局留萌事務所 国民年金業務課
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１０月１日～１１月１２日は国民年金推進月間です１０月１日～１１月１２日は国民年金推進月間です
「「国民年金保険料を納め忘れていませんか？国民年金保険料を納め忘れていませんか？」」
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�問合せ先
町民福祉課
国保医療年金係
（内線106）


